
令和7年度第 1回

5条 (転用を伴う権利移転の届出) 水防法第 15条 (浸水想定区城) 栃木県景観条例 野木町う
るおいのあるまちづくり条例

キ別葉「補足説明事項」参

施 設 整 備 状 況

・本地の越境の状況には、越境物又は工作物に関する「確認書 (2件)Jがあり、閲覧可能である。 (詳細は、入札案
村書「18 特約条項及び資料の回覧J参照。)
・本地は、「野木町うるおいのあるまちづくり条例Jにより、住宅系の建物を建築する場合は、最低敷地面積が165平
メー トルである。
・本地は、野木町ハザードマップにおいて、浸水想定区城に該当している。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項及

・地下埋設物調査 (ボーリング調査)の結果、本物件においては、特段支障となるものは埋設されていなかった。
(詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の閲覧』参照。)
・本地の北東方約80111に は、斎場がある。
登記上、本地 (地番5“番地7)を所在地番とする建物登記 (家屋番号586番7)が存在するが、本地に当族建
していない。

法令に基づく諸条件についての日査確認を行つてください。なお、犠件口書は、売買契約書の添付書類となります。
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※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。
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単位 :メ ー トル



物件番号    0025

※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要国に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。

物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてください。

概   要
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隣接地のコンクリー
本地に越境
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